
由利本荘市 移住支援課
〒015-0011 由利本荘市尾崎17番地

由利本荘市若者定住促進

住宅取得支援補助金 の

ご案内

・市外出身の方

・令和５年４月１日以降転入された方

・３９歳以下の方

・取得住宅に住民票をおき５年以上定住する意思がある 等

対象者

対象経費

補助上限

申請期限

問合せ先

・転入から３年以内に住宅の建築・購入の契約している

※令和５度中の転入の方は４年以内

・令和１０年度末まで完成（購入）し登記済み 等

下記以外にも要件がありますので、詳しくはHPをご確認ください

0184-24-6247

１００
万円

最大

市内で自らの居住のため令和８年４月以降に

新築（建売含む）、中古住宅を取得する費用

所有権登記（受付）日から３カ月以内

条件等

事業期間 令和１１年度まで ※ただし、各年度の予算措置状況によるため補助を確約するものではありません。

補助率 １／５（空き家バンク登録後１年経過の住宅購入の場合は１／３）

・２９歳以下；１００万円 ・３９歳以下；５０万円

概要
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